
平成３０年８月吉日 

１．目的

FUJISAN地球フェスタWA2018茨城in牛久「FUJI-GLOBAL楽市楽座」は、世界人類の広く活発な交
流を通じて、地域社会の振興と経済の活性化を図るために開催する。
FUJI-GLOBAL楽市楽座は魅力のある活気づいたイベントにするため、出店者を募集し開催する。

２．募集概要

（１）募集対象

【飲食物】

テント設置型及びキッチンカーの形態で販売可能な飲食物を募集します。

ご飯類・麺類・焼き物・揚げ物・お菓子スイーツ・コーヒー紅茶・各種飲料水など

極上のこだわり食材を使った料理や和の逸品、Ｂ級グルメなど、自慢の品々など

「いつもは店舗営業しているけれど、たまには青空の下で…」という方も、大歓迎です。

　　※申し込み時に提出して頂いた写真や資料等は、返却しませんのでご了承ください。その場で調理販売、パック詰め販売など、品目にあった販売方法で出店できます。

【物産品（物販）】

テント設置型及びキッチンカーの形態で販売可能な特産品、名産物又は農林水産物を

募集します。

地元で有名な特産品や名産物など　（工芸品、野菜、果実、肉類、魚介類など）

ここでしか採れない、自然産出物など

　　※申し込み時に提出して頂いた写真や資料等は、返却しませんのでご了承ください。我が街我が国自慢、各種団体、個人の方など幅広く出店いただけます。

（２）開催日

２０１８年（平成３０年) ９月３０日(日)　　午前９時～午後５時

茨城県牛久市　牛久運動公園体育館及び周辺広場

（３）募集数及び出店料金

屋外： 約１０店 テント設置型：間口約３ｍ×約３ｍ。　キッチンカーは車両サイズ。

屋内： 約２０店 間口約２ｍ×約２ｍ。　※室内は調理及び火気不可です。

出店料金：　無料　※地球フェスタの御協賛をお願い致します。

（４）募集方法

専用申込書にご記入いただき、ＦＡＸ又はメールにてお送りください。

（５）募集締め切り

２０１８年（平成３０年）８月３１日（金）まで。　又は募集数に達し次第。

３．注意事項

（１）出店に際し、法人、個人の別は問いません。

（２）諸法令を遵守し、公の場で営業行為を行なうことを認識した上で、申し込みしてください。

（３）品目に応じて販売に必要な食品衛生法等の各種諸法令で定められた許可については、各自許可有無

 を確認の上、必ず出店までに得てください。 ※飲食は、茨城県発行の許可証が必要です。

 事前に許可証のコピー等をお送りいただき、確認させていただきます。

（４）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律「平成３年法律第７７号（第２条第６号）に

 定義する者」が経営し又は実質的に経営等に関与していないこと。

 事前に表明確約書をお送りいただき、確認させていただきます。

（５）雨天開催を原則としますが、自然災害で出店を制限する場合は、本会より通知します。

（６）全員参加型のイベントのため、終了時のゴミ清掃や片付けなど、ご協力をお願いいたします。

（７）テントやパラソルの設置時は、無風でも必ず重石やペグなどの風対策を行なってください。

（８）電気、ガス、水道は事前に申告し、事務局と協議の上で対応することとします。

（９）バーナー等のガスやオイルなどの火器使用の場合は、各自で消火器を必ず持参してください。

（１０）申込内容に虚偽が判明した場合は、出店中止・撤去していただきます。

（１１）出店者が第三者に損害等を与えた場合は、すべて自己責任で賠償してください。

（１２）主催者の指示に従わない、粗暴な行為、暴言を吐く者は直ちに退却させます。

４．受付・お問い合わせ先

FUJISAN地球フェスタＷＡ実行委員会　FUJI-GLOBAL楽市楽座

　担当：林哲也　携帯：０８０-２３４７-７７２４　Mail：furikura2006@yahoo.co.jp

🏣403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1598-1　電話FAX：0555-29-2201　Mail：festa@chidama.net



目的 「未来の（世界の）子ども達に美しい地球と和の心を残してあげたい」をテーマにしたイベント。

出店（出展）

項目

・出店のお申し込みは、専用用紙へご記入いただき、ＦＡＸ又はメール願います。　後日、本会にて選考の上、出店可否のご連絡を差し上げます。　出店可否の理由等のご連絡は致しませ
んので、ご了承ください。

・出店許可が認められた方には、正式申し込み資料をお送りいたしますので、期日までに記載、提出をお願い致します。

申し込み　及び ・出店に際し申込必要資料として「個人情報同意書」及び「表明・確約書」に署名捺印をお願い致します。　記入原本の提出が必要です。　当日提出でも構いません。

出店（出展）準備等 ・出店料（ブース代金）及びオプション品代金の支払いが必要な方は、事前振込みとさせていただいております。　　開催日前日までに支払いがお済みでない場合は、当日開催前に受付に
て徴収いたします。　　※領収書が必要な方はお申し出ください。

・飲食関係の方は、各自で開催会場を管轄する都道府県の許可証を取得してください。　許可証は、コピーの提出をお願い致します。　保健所の営業許可証に反したもの及び出店申し込
み時の内容と異なるものを出店販売されている場合など、本会実行委員が随時確認の上、厳重注意又は営業停止命令を指示する場合があります。

・開催当日はスタッフの指示に従い、搬入の準備、開始をお願い申し上げます。　搬入及び搬出時間帯は、決められておりますので当日案内資料をご確認ください。　搬入搬出時間帯以降
の場合は、遠方からの手運びなどになりますので、ご注意ください。　運搬台車等は各自でご用意ください。

・搬入搬出の荷卸し場所及び駐車位置は決められております。　スタッフの指示に従い、順番に荷卸しをしていただきますので迅速にお願い致します。　またその際は事故の無いよう、譲り
合って搬入をお願いします。

・ご都合により、受付時間に間に合わない場合は、下記携帯番号へ必ずご連絡願います。

・運搬車両につきましては、必ず指定の場所（出店者駐車場）に駐車をお願い申し上げます。　その際「駐車許可証」は車内へ掲示してください。

・飲食関係者など火の元の注意を管理徹底すると同時に、火災発生時の対策として「消火器」を必ず持参してください。　消防署からの指導におより、消火器など対策や準備が無い場合の
出店は控えていただく場合があります。　火災予防の徹底！　指定消火器「粉末ＡＢＣ消火器１０型」

・飲食関係者は、安全衛生面に十分配慮してください。　作業者の手洗いや調理場などの清掃、アルコール消毒などを徹底し、常に清潔を保つよう、お願い申し上げます。　保健所からも
周知徹底するよう、厳重に指導されております。　食中毒発生防止の衛生管理の徹底！

開催時の
・天候急変などを考慮し、持ち込みテントや荷物などの雨及び風対策（重石や杭ペグ打ちなど）は天気が平穏な状況でも必ず行なってください。　対策の無いものは、設置できません。　ま
た場所により傾斜や異形などの場合がありますので、ブロック等平面を保つ工夫などの準備もお願いします。　可能でしたら、事前に現場確認してください。

注意事項
・開催会場ごとに使用注意事項が御座います。　会場個別の注意事項は必要に応じてご案内しますので、配布される資料を必ずご確認ください。　芝地の場合は、芝生保護のための対策
が施設より指導されますので、注意事項は必ずお守りください。

・当日出店（出展）者間で売買した商品の当日販売はご遠慮いただきたくお願い申し上げます。

・販売等に関係のないチラシ等の配布を行なう場合は、必ず事前に申請し、許可を受けていただきます。

・販売に必要な展示販売用備品類、つり銭、値札などは各自でご用意願います。

・当日の天候や季節に合わせ、暑さ寒さ対策は各自で行ない、健康には十分考慮した上で出店してください。　何かありましたら、お早めに救護スペースをご利用ください。

・イベントの妨げになる音や迷惑行為の全ておいては、退場処分に至る場合があります。

・開催中及び夜間も含め、専門会社による警備は設けておりません。　販売商品や貴重品（私物やつり銭など）は自己責任で管理し、運搬車両も施錠するなど、全て自己管理してくださ
い。（盗難等は、本会では一切責任を負いかねます）

・会場内での湯沸しや調理などは、事前に許可申請していないものは、個人的な用途（昼食用など）であっても一切禁止です。

・開催中は勿論、終了後は、出店場所及び周辺の清掃を各自で随時行なってください。　各自ごみ袋を持参し、それぞれでごみのお持ち帰りをお願いします。

・主催者の指示に従わない、粗暴な行為、暴言はご遠慮いただきたくお願い申し上げます。　状況によって退去していただきます。

・接客マナーを考え、飲酒しながらの販売行為は、一切禁止です。　本会にて確認出来次第、退去していただきます。

・ご登録いただいた個人情報は、イベント案内送付やイベント業務等全般以外には使用いたしません。　また「暴力団排除条例」や法律等により各県警察機関に提出する名簿等は、出店
（出展）者に同意を求めることなく提出しますので、ご了承をお願いい申し上げます。
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お問い合わせ先

及び連絡先

みんなのFUJISAN地球フェスタWA2018茨城in牛久　FUJI-GLOBAL楽市楽座　出店（出展）規約

世界各国、日本や地域、個人の芸術・食・伝統文化を通した飲食店、特産品、名産品、各種展示販売ブース。



　・申込書受理後、後日当日案内をお送りいたします。

・会場レイアウト等の調整の為、下記を必ずご記入ください。 ※□にレ点をご記入ください。

②発電機持込

□あり　※電気利用等は、別途ご案内します。

□あり　※水道利用等は、別途ご案内します。

【締め切り】　2018年(H30) ８月３１日(金)
　申込書送付FAX番号：

０５５５-２９-２２０１

申込日：　２０１８年　　　月　　　日

団体名・店舗名・屋号

代 表 者 氏 名
ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（役職：　　　　　）

連　絡　先
携帯電話　　　　　　－　　　　　　　　－

電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-Mail

住　　所
〒　　　　-

ＵＲＬ

販 売 品 目

アピール点、こだわり内容：

品目：

（なるべく詳細に！）

　・出店のお申し込みは、ＦＡＸ又は上記同等内容をメールでお申し込みください。

申し込み部門 飲食物（ケータリング含む）　　・　　物販（名産品・特産品）

□なし
□プロパンガス式を使用する □卓上コンロを使用する

□その他

④電気使用予定　　　　□なし

持込予定設備

①テント持込 □なし
□約３.６ｍ×約２.７ｍ

③ガス類持込

希望小間数

紹介者氏名・団体名

　・貸し出し用備品類が必要な方は、別紙「オプション設備借用申込書」にご記入ください。

　・申し込み時には、「個人情報同意書」「表明確約書」「小間内レイアウト」も合わせてお送りください。

※本会関係者の紹介でお申し込みの方は、紹介者と紹介者団体名をご記入ください。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　（団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
「出店募集のご案内」や「出店規約」をお読みいただき、同意した上でお申し込みください。

□約３.０ｍ×約３.０ｍ以下

□その他キッチンカー等スペース　約　  .  　ｍ×約　  .　  ｍ

□なし □ガソリン式を使用する □充電式を使用する

出店形態　　□キッチンカー型　・　□テント設置型

　　　　　　□テーブル設置のみ

希望エリア 屋外 ・ 屋内

⑤飲用水道使用予定　　□なし

※屋内は物販のみです。　（飲食物はパック詰め済み品に限る）
　飲食物など調理して販売するものや火気使用は屋外のみ。

小間　



　本会でご用意できるものは下記内容です。　その他必要なものは、各自でご用意願います。

【借用希望設備記入欄】

飲用水道使用

・お貸し出しするテントの設営及び撤去は、主催者で行ないます。　開催前日に、設営予定です。

・テント用横幕はありません。　必要であれば出店者各自でご用意ください。

・机や椅子はテント内まで運搬しますので、出店者各自で設置してください。

　机は、基本的にベニア板タイプです。　テーブルクロスを出店者各自でご用意ください。

・電気配線はありません。隣接する施設コンセントを使用しますので、延長コード約50ｍは出店者各自でご用意ください。

　使用する電気容量（１口合計1500W以下）は、必ずお守りください。

・貸出品の紛失や破損等が発生した場合は、相応の弁償金をご請求致します。

　申込書送付FAX番号：

０５５５-２９-２２０１

【申込締め切り】 201８年(平成３０年)８月３１日(金)】 申込日：　　　年　　月　　日

団 体 名・店 舗 名

代 表 者 氏 名
ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（役職：　　　　　）

連　絡　先
携帯電話　　　　　　－　　　　　　　　－

電話　　　　　　　　　　　　　　　FAX

折り畳み机

椅子

使用可能期間 2018年9月30日(日) 終日の１日間のみ

テント

希望張数：　　　　　張

　　　　　　大きさ：　間口約2.5ｍ×奥行約２.5ｍ。

　　　　　　※一般的な簡易タープテントです。

　　　　　　※横幕はありません。必要であれば各自でご用意ください。

電気（100Vのみ）

※□にレ点をご記入ください。 オプション設備合計金額 無料

希望台数：　　　　　台

　　　　　　机大きさ：　約W1800×D600×H700mmベニア天板タイプ。

希望脚数：　　　　　脚

　　　　　　※座面プラスチックタイプの一般的な折り畳み椅子です。

希望口数：　　　　　口　１口で合計1500W。

　　　　　　※施設コンセントです。　延長コード約50ｍをご用意ください。

□希望する



平成　　  年　 　 月 　　 日

出店者代表氏名 印

代理人氏名 印
※出店者代表者の方が執筆に支障がある場合に代理人の記入が必要です。

１．使用目的

２．使用する関係者の範囲及び第三者提供

３．条件

４．その他

以上

収集した個人情報の訂正、追加、削除、開示等の求めがあった場合、同意
された本人であるか確認の上、速やかに対応いたします。

FUJISAN地球フェスタＷＡ実行委員会事務局が知り得た情報、私並びに家族
等の個人情報を提供する上で貴事務局が私（出店者又は出店予定者ほか※
他出店者に略）の把握をしていくため、貴事務局との連携を円滑に図る等のた
め、リスト作成等、正当な知友がある場合に限り、下記事項に従い、その情報を
用いること、また必要な情報を収集することに同意します。

個人情報に関する同意書

出店者（出店予定者含む）様より収集した個人情報は本人の許可無く、リス
ト作成等以外の目的で使用はいたしません。リスト作成に至りましては、本事
務局の運営会議に使用するなど当事務局と貴出店者及び出店関係者との
連絡調整等のため以外には使用はしません。

収集した個人情報は当事務局、出店者及び出店関係者のみとします。ま
た、法律上必要な公的機関への届出、提出がある場合、事故等でのやむ
を得ない緊急時を除いて第三者への提供ははいたしません。

収集した個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては当事務局
においても特定した者に限るほか、関係者以外の者に漏れることの無いよ
う、最新の注意を払います。

ＦＡＸやコピーではなく、直筆記入原本又は捺印原本をご提出ください。

事前に郵送するか、当日受付時に提出してください。



ＦＵＪＩＳＡＮ地球フェスタＷＡ実行委員会　殿

１ 私どもは、現在及び将来にわたって、次ぎに揚げる事項のいずれかにも該当しないことを表明・確
約します。

（１）暴力団
（２）暴力団員
（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
（４）暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号第２条第６号に定義す
るもの）が経営し、又は実質的に経営等に関与している者
（５）その他暴力団事務所に出入りするなど（１）から（４）のいずれかに準ずる者

２ 私どもは、自ら又は第三者を利用して次ぎに揚げるいずれの行為も行わないことを表明・確約しま
す。

（１）脅迫的な言動又は暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（４）風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴会の信用を棄損し、又は貴会の業務を妨害する行為

（５）貴会が管理する施設への来訪者その他滞在する者に対する迷惑行為
（６）その他（１）から（５）に準ずる行為

３ 私どもは、上記いずれかに反したと認められることが判明した場合又はこの表明・確約が虚偽の申
告であることが判明した場合、若しくは契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する
ものとなるものであることが判明した場合は、勧告することなくこの取り引きが停止され又は出店の取
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以上の全事項について上記のとおり表明・確約

　　平成　　　年　　　月　　　日

出店規約、当日案内等の配布された資料は全て熟読し、理解・了承した上で、今回参加致します。

表　明　・　確　約　書

ＦＡＸやコピーではなく、直筆記入原本又は捺印原本をご提出ください。

事前に郵送するか、当日受付時に提出してください。
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記入例



※発電機は、テント外に設置となります。

※発電機とガソリン携行缶及びガス等コンロは、それぞれ３ｍ以上離すこと。

※プロパンガスのコンロとガスボンベは、２ｍ以上離すこと。

※消火器設置場所も図示すること。
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